
大 崎 農 第 2 8 8 号

平成 23年 6月 13日

畜産農家 各 位

大崎市長 伊  藤  康  志

(公印省略)

県 内の牧草 の放 射 能 測 定結 果 及 び今 後 の対 応 に つ いて (通知)

日頃より本市の畜産振興につきましては,ご 協力を賜 り厚 く御礼申し上|ずます。

さて,原 子力発電事故を踏まえた牧草等の取扱については,平 成 23年 5月 11日 に県内 4箇

所で採取 した牧草に含まれる放射性物質の調査結果が,大 崎市を含め 2箇 所で乳用牛 B肥育牛の

粗飼料の暫定許容値を上回つたため,宮城県より対象牛への牧草の給与及び放牧の自粛を要請 し

ておりました。

その後,自 粛要請解除に向けて,県 では放射能測定を定期的に実施 しておりましたが,今 回の

調査結果を受けて,市 内採集の牧草が 3回 連続で放射性セシウムの暫定許容値を下回 り,国 の通

知に基づき設定 した基準により,下 記の通 り大崎市内は 5月 19日 以降刈取の牧草に関 し,自 粛

要請が解除されましたので通知 します。

なお,今 後も情報を共有 している宮城県,大 崎市,貴 殿が所属する酪農組合や農協等に,随 時

最新情報を確認いただき,ご対応いただきたくお願い申し上十ザます。不明な点がございましたら,

下記にご相談 ください。

言己

1.放 射能測定結果 (単位 :Bq/kg)

採取 日 (公表 日) 採集場所
放射性

ヨウ素
放射性セシウム

1 5月 11日 採取 (5月 18日 公表)
大崎市

(県岩出山

牧場)

不検出
3 5 0

(乳用牛 ・肥育牛で許容値を超えていた。)

2 5月 19日 採取 (5月 25日 公表) 不検出 250(暫 定許容値以下)

3 6月  1日 採取 (6月  3日 公表) 不検出 253(暫 定許容1直以下)

4 6月  8日 採取 (6月 11日 公表) 不検出 209(暫 定許容値以下)

(参考 :放射性セシウムの暫定許容値)

《奥見繁殖牛と育成牛は,当 初より暫定許容値を超えていないため,自粛の要請はあ班ません。》

2.自 粛要請の解除内容について

①これまで自粛対象の乳用牛 ・肥育牛について
→5月 19日 以降収穫の牧草の給与や放牧の自粛を解除

②3月 11日 ～5月 18日 まで収穫保管している牧草の取扱は,国 口県より通知があり,_

裏面に記載 しています。(裏面参照)
担当 産 業経済部農林振興課 農 業経営係
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☆なお,大 崎市の農業劣野における最新の放射能測定結果は,

大崎市のホームページにて掲載 してしヽます。



乳用牛 ・肥育牛を飼養する,畜 産農家の皆様ヘ

3月 11日 か ら5月 18日 まで収穫 口保管 している牧車の取扱い

平成 23年 6月 8日付け(23生畜第 440号),農林水産省生産局畜産部畜産振興課長より通知のあつた,「調査結

果が旨定許容lLjを上回る勉域におあわてメ,取り,保 管している教車等の取扱い等についてゴにより,保管放享等の取

扱いや,廃用を予定している牛への粗飼料の給与等に当たつての留意点が示されましたので,該当する部分を抜粋

してお知らせいたします。

1地 域の調査結果を踏まえた保管牧車等の牛への給与

3月 11日から5月 18日まで収穫保管している牧車は,他の粗飼料との分別管理を徹底した上で,廃用を予定して

いる牛への粗飼料給与にも留意しつつ,育成牛又は肉用繁殖雌牛へ給与することが可能です。また,どうしても飼

料利用することができない保管牧草等については,下記3の方法により処分することになります。

2保 管牧草等の流通

3月 11日から5月 18日まで収穫保管している牧草等を流通させる際は,下記を参考に草種,刈取年月日,生産者

の氏名又は名称及び住所,採車地の住所並びに当該調査結果を付した上で流通させてください。

事 項 内 容

草  種

刈り取り年月日

1    000グ
ラスサイレージ

|      〇
年Ott O日

生産者の氏名又は名称及び住所 OO OO (住 所)OOttOO番 地

採草地の住所 (主なほ場を記載)

当該地域の調査結果
※ Ott O日 〇〇〇Bq/kg

※牧草の刈り取り年月日の直前の結果を記

入し,調査結果が不明な場合は,最寄りの

家畜保健衛生所,又は農業改良普及センタ

ーに確認する。

※当該内容は,粗飼料に貼り付け,もしくは

流通時に添付する。

3飼 料利用しない保管牧草等の処分

1において飼料利用しない保管牧車等については、堆肥への混入及び敷料利用(育成牛又は肉用繁殖雌牛の敷

料にする場合を除く)は行わず,埋却や,そのままほ場にすき込む方法等が国から示されましたが,詳細が示されて

いません。できる限り牧草を有効に活用するためには,1の育成牛又は肉用繁殖雌牛へ給与することが最適と考えて

おりますが,どうしても飼料利用することができない牧車等がある場合にはご相談ください。

4廃 用を予定している牛への粗飼料の給与等

廃用を予定している牛については、乳用牛の最終分娩後や肉用繁殖雌牛の最終妊娠期間中において、3月 11日

から5月 18日までに刈り取つた粗飼料は与えないでください。また、当該牛を出荷しようとする場合や、その他の牛で

飼養中の事故等によりと畜場への出荷を検討する場合、宮城県北部家畜保健衛生所(TEl_0229-91-0729)に ご

相談ください。



記 者 発 表 資 料

平成 2 3年 6月 1 1日

畜産課 (草地飼料班)

担 当 山 田,佐 々木

内線  2 8 5 2

宮城 県内の牧草 の放 射能 測定結 果 に基 づ く対応 につ いて

今回,第 5回 目の結果を受けて,仙 台管 内の一部,北 部管 内,東 部管 内の一部 の地

域 で乳用牛 ・肥 育牛へ の牧草 の給与及び放牧に係 る暫定許容値 を下回つてい るこ

とを確認 した こ とか ら,自 粛要請 を解 除 しま した。
下記の解除対象地域以外については,引 き続き,孝L用牛 ・肥育牛への牧草の給与及び放

牧の自粛を継続 してお ります。

なお,原 乳など農林畜産物は, 3月 下旬から東北大学の協力を得て放射能測定を定期的

に実施 していますが,飲 食制限に関する指標値を全て大幅に下回つてお り,安 全性に問題

はありません3

解除対象地域

大崎市,色 麻町,加 美町,涌 谷町,美 里町 ( 5月1 9日以降に収権保管した粗倉司料)

登 米 市 , 南 三 陸 町 ( 3 月1 1 日以降 に収穫保 管 した粗飼料 )

名 取 市 , 岩 沼 市 , 亘 理 町 ( 3 月1 1 日以降に収穫保管 した粗飼料)

石巻市,東 松 島市,女 川町 ( 3月1 1日以降に収穫保管した粗飼料)

仙台市,塩 篭市,多 賀城市,松 島町,七 ヶ浜町,利 府町,大 和町,大 郷町,富 谷町,

大 衡 村 (3月1 1日以降に収穫保管した粗飼料)

※アングー ライ ンの市町村は,新 たに解除対象 となった地域です。

1  県 の対応について

( 1 )  沢 J定結果 を踏まえ,別 紙の とお り周知 しました。

( 2 )今 後 も定点調査を継続す るとともに,追 加調査について も実施 してまい ります。

また,そ の調査結果を踏まえ,  自粛要請の地域解除について も検討 していきます。

( 3 )損 害賠償請求に備 えて,飼 料生産に係 る作業 日誌や代替飼料の購入伝票等の損害

が証明できる資料の保管について周知 しま した。また,  J A宮 城 中央会,  J A及 び

酪農協等で構成 される東京電力に対す る農畜産物損害賠償対策県協議会が 6月 1 3

日に設置 され る予定です。

2  測 定結果について

裏面の とお り



測 定 結 果 に つ い て (1～ 5回目)

採取日
平成23年6月7日 (火),8日(水)

測定依頼機関
独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)埼玉県さいたま市 (1～3回目)

東北大学 宮城県仙台市 (4回目～)

3測 定結果

※牛乳 や 牛 肉を安 全 に生産 す るための 目安です 。
(参卓チURL httpt//www maffgojP/」 /kanbo/Joho/saigaF/c_minasama_2 html)

放 射 性 ヨ ウ 素

採取場所
1 回目( 5 18公表) 2回 目(5/25公表) 3回 目(6 1公表 ) 4回 目(6/3公表) 5回 目(6/ 1公表 )

採取日 測定値 採取日 測定値 採取日 ;則貯 値 操 取 日 測定値 採取日 テ則言対再

丸森町 (定 点) 5/18 不 検 出 不検出 不 検 出

七ヶ宿町 (定 点) 5/18 不 検 出 不検出 不検出

蔵王町 (追 加) 6/8 不検出

仙台市 (定 点) 5/11 5/25 不 検 出

仙台市 (追 加) 5/25 不 検 出

大衡村 (追 加) 5/26 不検出

出元 町  ( 5/26 不検出
6/8 不 構 出

百 理 町 不 結 ‖

差::召市 不 検 出

大 崎 市 占
小

5/11 不 検 出 5/19 不 検 出 不検出 不

轟 谷 m T 不

a麻 町  (I 不

市  ( 5/18 不 検 出 6/2 不検出 不 ヒ出

市 不 彙出

市 ( 追加 ) 不

市 珂【本

を飛 山沼市 (定 点) 5/25 不 検 出 不 策出 不

南 三 隆 町  (貯 点 ) 6/2 鐘出 不

登米市 (追 加) 不検 出 6/7 不 構 出

登米市 (追 加) 不検出

石巻市 (定 点) 5/25 不 検 出 不 検 出

東 松 島 市  ( 追 加 ) 不 出ヽ

石巻市 (追 加) 不 鷺出

放 射 性 セ シ ウ ム

採取場所
1 回目( 5 /18公表) 2回 目( 5 25公表) 3回 目(6 1公表) 4回 目(6/3公表) 5回 目(6/ 1公表 )

摂 取 日 測 貯 値 採 取 日 浸l庫 1直 操 取 日 ;Bl寄:4酒 採取 日 測定値 採取日 ;露|;Fl直

丸 森 町  ( 貯 点 ) 5/11 1520 5/18 980

七 ヶ宿 町  (庫 点 ) 5/18 1770 9

蔵 王 B T ( i自 加 )

仙 台 市  ( 貯 点 ) 5/11 5/25

仙 台 市  (追 加 ) 5/25

大 衡 本 (追カロ) 5/26

山 元 町  (追 加 ) 5/26

BI 町 ( 貯点 )

一日
一

研  tiBカ ロ)

岩 ;召i (追 力回)

大 崎 ( 貯点 ) 5/11 350 5/19 250 253

涌 谷 町  (追 加 ) 6/8

a麻 町  (追 加) 1

粟 原 市  ( 貯 点 ) 5/18 6/2

栗原市 (定 点) 6/7

栗原市 (】 6/7

栗原市 (対 447

気仙沼市 占
小

5/25 367

面 三 隆 町  (定 点 ) 6/2

登米市 (追 加)
寄 米 (1巳カロ)

石 拳 「 ( 庫点 ) 5/25

東 松 島

石巻市 (追 加) 不検出

放 射 性 セ ン ウ ム放 射 性 ヨウ楽

8 E育 牛 ( 1 5ヶ月 程 度 以 内 に 出 荷 され る牛 )
農 産 物で出荷 制限 が おこなわ

れ ていない地域 で生産 され た粗
飼 料

上 記 以 外 の 牛


